
がん検診の目的は、がんを早期発見し適切な治療を行うことで、がんによる死亡を減らすことです。
巡回健診には、がん検診がありません。そのため、定期健康診断を巡回健診で受診された方は、補助金制度を利用して、が
ん検診をお受けいただけます。

定期健康診断で検査結果を受領している方
◦�定期健康診断を提携医療機関で受診された方でも、当日やむを得ず、がん検診が受診できなかった場合は補助金制度
を利用して、がん検診をお受けいただけます。

◦被扶養者（扶養されているご家族）については、配偶者以外は40歳以上の方が対象となります。

  補助金制度（がん検診）の対象となる方  

  受診のお申し込みは総医研ダスキン健診係まで  

2026年2月28日（土）まで2026年1月30日（金）まで受診申込期間

総医研ダスキン健診係受診申込窓口

受診期間

  補助金制度（がん検診）受診申込の流れ  
大腸 婦人科（乳房・子宮）

受診申込期間 2026年1月30日（金）まで

受診期間 2026年2月28日（土）まで

検査方法 便潜血反応２日法
乳房：�マンモグラフィー（40歳以上）	

乳腺エコー（40歳未満）
子宮：子宮細胞診

受診申込の流れ

①総医研ダスキン健診係へ連絡。
　�阪大微生物病研究会より大腸がん検診キットが
届く。

②�ご本人より阪大微生物病研究会へ検体を郵送。
　2026年2月28日（土）までに到着した分を受付

　　※�未提出の方は、キット代1,000円の自己負担がござい
ます。

①総医研ダスキン健診係へ連絡。
　�補助金制度の資料一式到着後、ご自身で医療
機関へ予約、受診。

②�料金は窓口にて立て替え。ご本人名義の領収	
書をもらう。

③�結果到着後、結果の全ページのコピーと口座振
替依頼書、領収書原本を返信用封筒にて総医研
ダスキン健診係まで送付。

　2026年3月13日（金）必着
④�総医研ダスキン健診係より当健保補助額を振り

込み。

健保補助金 全額（自己負担なし） 上限10,000円（消費税含む）

◦�被保険者本人
◦被扶養配偶者
◦�被扶養家族（配偶者以外40歳以上のご家族）

対象者

詳しくは当健保ホームページをご覧ください。
https://www.duskin-kenpo.or.jp/health_promotion/gynecology.htmlURL
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検査内容 受診申込の流れ 健保補助金

部位検診

胃部内視鏡
大腸内視鏡
肺ヘリカルCT
脳MRI／MRA

❶総医研ダスキン健診係へ連絡。
　資料一式到着後、ご自身で医療機関へ予約、受診。
❷料金は窓口にて立て替え（ご本人名義の領収書をもらう）。
❸結果到着後、結果の全ページのコピーと
　口座振替依頼書、領収書原本を、返信用封筒にて
　総医研ダスキン健診係まで送付。
　2026年3月13日（金）必着
　　　　　　　　　　　　 
❹総医研ダスキン健診係より当健保補助額を振り込み。

上限
10,000円

41歳以上で、人間ドック健診に該当しない年齢の方は補助金制度を利用して、部位検診を受けていただくことができます。
（定期健康診断の結果、再検査の対象や症状がある場合は「保険診療」のため、３割負担の健康保険が適用され、補助金
制度の対象外となります）

定期健康診断で検査結果を受領している方
◦�定期健康診断（H2コース）・ファミリー健診（F2コース）の提携医療機関受診時に部位検診（補助金制度）の同時受診
を希望する方（一部提携医療機関のみ）

◦とくに症状はないが、部位検診を希望する方

  補助金制度（部位検診）の対象となる方  

40歳以上3歳ごと73歳までの方は、人間ドック
健診（Ｈ3コース・F3コース）にがん検診（胸・胃・
大腸・婦人科）項目があるため、補助金制度（部
位検診）の対象外です。

健診コース 対象者
（40歳以上）

被保険者（H2コース） ○
被扶養配偶者（F2コース） ○
被扶養家族（F2コース）※配偶者以外 ○

詳しくは当健保ホームページをご覧ください。

いずれか
１つ

https://www.duskin-kenpo.or.jp/health_promotion/human_dock.htmlURL

  受診のお申し込みは総医研ダスキン健診係まで  

2026年2月28日（土）まで2026年1月30日（金）まで受診申込期間

総医研ダスキン健診係受診申込窓口

受診期間

補助金制度を利用される場合
必ず医療機関予約前にお申し込みください。受診後のお申し込みは受付いたしません（全額自己負担となります）。

医療機関の指定はございません。
定期健康診断の健診結果受領後、総医研ダスキン健診係で手続きの上、ご自身で最寄りの医療機関で予約してください。

定期健康診断でがん検診を受診できなかった場合
健診結果受領後、自治体でがん検診を受診した場合も「補助金制度」をご利用いただけます。
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